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１ 指針策定の目的 

 

今日の大きな社会情勢の変化に伴い、地域の抱える課題や市民ニーズも多様

化してきました。こうした状況は、「公共」を行政が主体的に担うといった社会

のあり方に変化をもたらし、行政のみならず、市民、ＮＰＯ等の市民活動団体、

企業などの多様な主体が、役割分担をしながら「公共」の領域をともに担って

いこうとする「新しい公共」についての考え方も活発に議論されるようになっ

てきました。 
 一方、本市では、これまで、自治会・婦人会をはじめとする地縁系の団体が

中心となって、市民と行政の橋渡し的な役割を担い、幅広い社会貢献活動に取

り組んできました。そのうえ、近年では、各地域の特性を活かした地域発信の

取り組みや活動も活発化しています。また、平成１０年１２月に「特定非営利

活動促進法（ＮＰＯ法）」が施行されて以来、本市に主たる事務所を置く特定非

営利活動法人（ＮＰＯ法人）が、約７０誕生し、法人格を持たない団体も含め、

今後、様々な市民活動を行う団体はさらに増加していくものと思われます。 

これらの情勢を踏まえ、「市民一人ひとりが主役の市政」という基本的な考え

のもと、市民参画と協働のまちづくりを進めていくためには、地域別、テーマ

別に様々な形で地域課題に取り組むそれぞれの団体の強みを活用し、「新しい公

共」の担い手として、さらに市民活動の推進に努めるとともに、本市独自の市

民活動団体との協働のあり方も模索していく必要があります。 

そこで、今回、「市民活動・協働推進指針」を策定し、市民活動や協働の推進

についての基本的考え方を整理し、基本指針にその概要を示すことにより、参

画と協働のまちづくりを進めていきます。 

(指針策定の目的) 

⑴ 市民活動及び協働の推進について基本的な考え方を明確にすること。 

⑵ 市民活動団体と行政との協働を実現するための基本指針を明示すること。 

⑶ 市民活動団体と行政との協働を推進するための事業計画の策定方針を提

示すること。 

 

２ 市民活動及び協働とは 

 

⑴ 定義について 

 

① 市民活動の定義 

この指針の中でいう「市民活動」とは、市民（個人や団体を問わず、自

立した主体となるもの）が、自主的、自発的な意思に基づき、かつ広く市

民生活の向上を目的として行う非営利の公益的な活動を指し、本市で活発

に行われている自治会や婦人会等が課題をもって行う地縁系組織による

活動、自発的なボランティア活動や個人による公益的活動、さらにはグル

ープ・団体などの任意組織による活動も「市民活動」に含むこととし、 
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具体的には次の要件を備えた活動が該当することとします。 
 
ア 自主性、自発性 

市民の自らの自由意思に基づいた自主的・自発的な活動であること。 
 

イ 公開性  

市民の誰に対しても開かれていること。 
 
ウ 非営利  

営利を目的としない活動であること。（非営利とは収益を上げてはな

らないという意味ではなく、収益が上がっても構成員に分配しないで、

活動の目的達成のための費用に充てることをいいます。） 
 
エ 公益性、社会性 

不特定多数の市民や社会の利益増進に寄与するなど、公益性のある活

動であること。 
 

オ 継続性  
継続的に行われる活動であること。 

 
カ その他  

宗教・政治活動を主たる目的としない活動であること。 
 

  図１ 市民活動の概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益性 

私益性・他益性 

非営利性 営利性 

互助会・同窓会などの活動 

事 

業 

活 

動 

本指針における市民活動 

・コミュニティ活動 
（地縁系団体の行う活動） 
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（ＮＰＯ法人、法人格を持たないが組織

的な団体が行う活動） 
・ボランティア活動 
（個人、グループを主体とした活動）等 
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② 協働の定義 

「協働」とは、性格の異なる二つ以上の組織体（市民及び市民活動団体

と行政）が対等な立場で、各々の社会的目的（使命）の実現や共通する課

題の解決のために、それぞれの資源や能力等を持ち寄り、連携・協力して

いくことをいいます。   
 

  図２ 市民活動と行政の協働の領域 
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⑵ 市民活動支援及び協働の原則 

行政と市民活動団体とは、公益の実現という共通点を持つものの、組織

構成や行動原理等の異なるそれぞれ独立した団体です。活動支援や協働の

効果を十分に発揮するためには、次のような基本原則に留意しなければな

らないと考えます。 
 

 表１ 基本原則 

区  分 内  容 
市民活動支

援の原則 
協働の原則 

目的・成果

共有の原則 

双方の目的に共通点があることで、初めて協働

が成り立ちます。 
 ◎ 

対等性確保

の原則 

市民活動団体を、単なる行政の下請け、委託先

として位置づけるのではなく、ともに公益実現

のために活動する対等な立場の組織として認

識する必要があります。 

○ ◎ 

相互理解の

原則 

行政と市民活動団体の両者が特性や違いを理

解し、短所を補い合い、長所を引き出しあって

相乗的な効果を達成できるよう、十分に協議を

重ね、適切な役割分担を図ることが不可欠で

す。 

○ ○ 

   市民活動と行政の協働領域 

註：平成１１年３月横浜市市民活動推進検討委員会報告書より 
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公共公益性

の確保 

公共性･公益性を保ったものでなければなりま

せん。 
◎ ◎ 

活動の時限

性 

あらかじめ事業期間や達成目標など協働関係

を解消する条件を決めておくことにより、なれ

合いを防ぎ適度の緊張感を保つことが必要で

す。 

 ○ 

情報公開の

原則 

均等な参入機会の確保、行政の説明責任の遂行

や透明性の確保のため、市民活動団体と行政に

関する情報が公開されていることが必要です。 

◎ ○ 

自主・自立

尊重の原則 

自ら意思決定し、自己責任で活躍する組織であ

ることを踏まえ、行政は、その自主性を妨げな

いようにしなければなりません。 

◎ ◎ 

履行責任と

行政の責務 

協働事業を通して、行政のしくみや制度の問題

点などに気づいた場合は、それを変革の機会と

とらえ、積極的に改善に取り組む姿勢が必要で

す。 

 ○ 

○は、該当項目。◎は、該当項目のうち重要なもの。 

 

⑶ 市民活動及び協働に期待される効果 

 

① 市民にとっての効果 

 

   ア 公共的サービスの向上 

行政と市民活動団体とが協働して公共的サービスを提供することに

より、サービスの範囲の拡大及び質の向上が期待できます。 

  

  イ 市民活動への参加の拡大 

市民活動のすそ野が広がり、市民活動が活性化すれば、市民が市民

活動に参加する機会も拡大し、生きがいづくりや自己実現の場として

の活用が期待されます。 
 

   ウ 市政への参画 

市民活動団体からの日常的なサービスの享受や共感できる市民活動

への参加を通じ、市民自らの社会参加意識が高まっていきます。さら

に、協働への意識が醸成されれば、市民の福祉の向上につながってい

きます。 
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② 市民活動団体にとっての効果 

 

   ア 社会的使命の効果的な実現 

市民活動団体が自ら掲げる社会的使命を行政の資力や組織力等に利

用することで、より効果的に実現することができます。 

     

イ 活動の円滑化、組織・財政基盤の強化 

信頼性の高い行政と協働することで、市民活動団体への社会的な理

解や評価が高まり、活動しやすくなります。 
 
   ウ 公益実現の担い手としての成長 

協働の積み重ねにより、市民活動の場や幅が広がり、新たな公益実

現の担い手として成長していくことが期待されます。 
 

③ 行政にとっての効果 

 

   ア 行政サービスの質の向上 

ＮＰＯをはじめとする市民活動団体の先駆性、専門性等により、多

様化する市民ニーズに合わせ従来の行政の枠を超えた、より質の高い

サービスの提供が期待されます。 
 

   イ 行政システムの効率化 

協働により、適切な役割分担がなされれば、従来、市が直接行って

きた事業の一部を市民活動団体に委ねることにより、市は、施策の立

案や手法の検討等の役割に重点を置くことが可能となります。このほ

か、施策について、市民活動団体の特性等を活かした様々な提案をし

てもらうことにより、行政システムの効率化が図られる可能性があり

ます。 

 

   ウ 行政の体質改善 

協働を通じ、市民活動団体の柔軟な発想や行動力に関し、市職員が

刺激を受けることで、市職員の意識改革と資質向上につながります。 

 

３ 市民活動及び協働の現状と課題 

  市民、市民活動団体及び行政においては、市民活動や協働についての効果

はそれぞれの立場からは理解していますが、さらに市民活動や協働を推進し

ていくためには、様々な課題があります。 
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⑴ 市民活動の現状 

 

① 地縁系団体（自治会、婦人会等） 

地縁系団体は、ある特定の地域を活動の範囲として、自治会などの住民

組織を中心に他の地域団体（ＰＴＡ、子ども会等）とが互いに連携しなが

ら、地域課題などの解決など特定の目的を達成するための活動をしていま

す。特に、近年では、地域振興を目指す自治会がＮＰＯ法人を設立したり、

また、平成１６年度から開始した地域夢プラン事業では、自治会を中心に

実行委員会が組織され、地域の様々な団体、個人が地域特性に応じて参加

し、地域資源をまちづくりに活かすなど、新たな取り組みを行う自治会が

多く見られるようになりました。 

    平成１６年１２月に実施した「市民活動に関する市民意識調査」（資料

１参照）の結果では、回答者の約５８％が地縁系団体の活動に参加して

おり、全体の約７８％は活動が必要と答えているなど、自治会などの地

縁系団体はより身近な生活を支えていることがわかります。一方で、２

０、３０歳代の若い層は参加に消極的な傾向もあり、独身層を含めた若

い世代の参加の場づくりが必要ではないかと思われます。また、全体の

約４０％は活動の充実を求めており、地域のニーズに応えた新たな活動

が求められています。 

    
※自治会の状況（平成１８年４月現在） 

   ・自治会数 
     地区連合自治会  ７２団体 
     町自治会    ９３９団体 
   ・加入率（自治会加入世帯／推計世帯数） 
     １８６，２１０世帯÷ １９７，４０４世帯×１００≒９４．３％ 
 
② ＮＰＯ、ボランティア団体 

行政は、公平・公正を重んじるあまり、意思決定に時間を要したり、企

業は、採算性を重視するため、取り組みが制約されがちであるのに対して、

ＮＰＯ法人やボランティア団体等は、比較的、素早く、柔軟に行動できる

ほか、行政や企業が対応しきれない分野において、先駆的な特性を活かし

て、様々なニーズに対応できる可能性があります。 

「市民活動に関する市民意識調査」の結果からは、回答者の約２４％は

ボランティア団体、ＮＰＯへの参加経験があり、若い層や学生も参加経験

が多い傾向にあります。それらの層は、地縁系団体の活動には消極的です

が、関心のあるテーマについては積極的に参加している様子がうかがえま

す。参加者は、地縁系団体と異なり市内を含む広範囲で活動しています。

現状の参加経験は回答者の約２４％程度にとどまっていますが、全体の約

５５％程度が参加を希望しており、将来的に活動が広がっていく可能性も

うかがえます。 
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※ＮＰＯ、ボランティア団体の状況 
・ＮＰＯ法人数     ７１法人（平成１８年１０月５日現在） 
・ボランティアセンター（姫路市社会福祉協議会）登録団体 

         １７１団体（平成１８年１２月１日現在） 
・男女共同参画推進センター 登録団体 
            ４８団体（平成１８年１０月１７日現在） 
・国際交流センター 登録団体 
            ３２団体（平成１８年８月１５日現在） 
・青少年センター 登録団体       

１６５団体（平成１８年１２月６日現在） 
 

⑵ 協働の現状 

本市においては、上記の団体以外にも、様々な形態により市民公益活動

を行っている団体が存在し、実質的に地域課題の解決等にあたっている事

例も多く見られます。   

「市民活動に関する市民意識調査」の結果からは、地域の問題解決に向

けた行政と市民のあり方に関しては、「行政だけでなく市民や地域が提

案・協力」という回答が最も多く、また、回答者の約５８％は行政との協

働に対し前向きな考えを持っていることもうかがえます。さらに、市民活

動推進のために必要と思うことに関しては、「情報の公開・提供」が最も

多く、続いて「市民活動の拠点整備」、「市民参加の促進」、「相談窓口の設

置」、「活動費の助成」といった回答となっており、市民活動への参加につ

いての行政支援への方向性がうかがえます。 

※ 本市の主な行政と市民活動団体との協働実績（平成１７年度実績） 
 ・委託          １件 

 ・補助         １７件 

 ・企画立案への参画    ２件 

 ・共催、実行委員会    ９件 

 ・事業協力        ９件 

 ・その他、公共施設等の提供、公の施設の管理運営、後援、情報・意

見交換、人材交流  

  （各協働形態の用語説明は資料２を参照。） 

 

⑶ 課題 

市民活動団体が、自主性・自発性を保ち、継続的な活動を行っていくに

は、資金や人材などの活動基盤が脆弱な団体も多く、また、個々の団体の

活動実績、業務遂行能力などにも大きな差があります。今後、行政と対等

な関係のもとで協働を進めるためにも、活動基盤の強化が必要です。 

一方、市民活動団体にとっては、行政内部からの情報の提供が不十分で

あるための理解不足から、協働のきっかけがつかめないのが一般的な状況

といわれています。また、市民活動に対する市民の理解も十分とはいえな

い状況です。 
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① 相互理解についての課題 

行政と市民活動団体の間には、協働事業に対する共通理解や情報の共

有化が不可欠です。このため、市民活動団体との協働に係るマニュアル

の作成といった、それぞれの主体の相互理解のための取り組み等が必要

です。特に、行政内部においては全庁的に協働を推進していく組織や仕

組みづくりも課題となっています。 

また、主に地域における公益の実現を活動目的としている地縁系団体

と地域性にこだわらない社会的課題を解決することによって公益を実現

するＮＰＯ法人等は、ともに活動内容を補完できることも多く、お互い

の特長を活かす事によりさらに相乗効果が高まる場合が多いと思われる

ため、双方の立場を尊重し合いながら協働の関係を築くことが重要とな

ります。このため、行政においても双方の協働関係を築くための取り組

みを積極的に行っていくことが大きな課題となります。 
 

② 情報面の課題 

市民活動の特性には、専門性、先駆性、即応性などがあげられますが、

その専門性を維持し、社会や環境の変化に対応していくためには、常に

鮮度の高い情報を収集する能力が求められます。また、市民活動団体が

社会的認知（信頼）を得て、人材的な課題を解消し、団体の公開性や透

明性を確立するためには、自分たちの活動をいかに広く周知していくか

が大きな課題となります。しかし、市民活動に参加したいという市民に

とっても大切であるものの団体単独では限界があるため、一元的に情報

の受発信を行う等の仕組みが必要と考えられます。 

 

③ 事務所や活動拠点等の課題 

市民活動団体の事務所や活動の場所は、団体代表者の自宅を兼ねてい

る場合が多いため、活動が活発になれば､打ち合わせや会議、作業スペー

ス、他の団体や市民との交流の場も必要となります。 

 

④ 人材面の課題 

市民活動団体の中には、新規に会員を集めることが困難であること、

会員の高齢化が進んでいること、運営スタッフが不足しており特定の者

に責任・作業が集中すること等の課題が指摘されています。これらは、

自発性が原則である市民活動団体にとって大きな課題です。そのため、

これまで以上に、団体間の連携や団体情報の発信、ボランティア育成講

座の充実などが必要となります。 
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⑤ 活動の継続性についての課題 

市民活動団体の多くは、他の公益法人や企業等と比較すると財政的事

情やスタッフ等の団体規模が小さく、活動内容に力点を置く余り活動基

盤となる団体の維持に不安を抱えている場合が少なくありません。市民

に安定的なサービスを提供する上からも、活動の継続性を担保する必要

があります。 

    

⑥ 協働システムの課題 

本市は、協働事業の導入がまだ十分とは言えず、協働事業に対する情

報や市民活動団体の実態把握も十分ではありません。また、協働を行う

場合、一定のルールがないと特定の市民活動団体との関係に偏ったり、

役割分担が不明確になる危険性があります。このため、協働に向けた情

報収集やシステムづくりが必要です。 

 

４ 市民活動・協働推進のための行政支援の基本的考え方  

                         

市民活動団体が、活動基盤を強化し、事業遂行能力が向上すれば協働の相

手先となっていくように、市民活動の推進と協働の推進とは切り離せない関

係にあります。そのため、市民活動団体の独自性を十分に確保するとともに、

市民活動団体の数的拡大や質の向上を図るための支援施策について考えてい

く必要があります。また、支援することにより、自治・分権の担い手となる

新たなセクターの成長、行政自身の自己改革（意識改革）につながるといっ

た効果も期待されます。このような観点から、市民活動と協働推進の基本的

な支援の考え方を次のように設定しました。 

 

⑴ 公共、公益活動に支援 

   行政が支援を行う場合は、公共、公益活動と認められる分野でなければ

なりません。 
 
⑵ 自主性・自発性の尊重 

   行政からの直接的な活動資金の助成は、行政依存につながり、市民活動

団体としての特性を活かせなくなる可能性があることから、自主性や自発

性を尊重することが大切です。また、市民活動団体の量的拡大を図るから

といって、全ての団体に助成することは事実上不可能であり、一部の団体

に助成することは、公平性の観点から問題もあります。そのため、市民活

動団体が活動しやすい環境を整える等、間接支援を中心としながら、団体

が市民に対して提供するサービスが安定的に行われるよう、活動の継続性

を重視した支援を行っていきます。 
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 ⑶ 協働事業の効果的活用 

   公共、公益的な事業のうち、これまで行政が取り組んだことのない先駆

的な事業で、市民活動団体が、そのノウハウを活かすことのできるような

事業を協働事業として実施しようとする場合は、市民サービス向上の観点

から積極的に支援を行います。また、協働事業を効率的､効果的に活用する

ことは、結果として市民活動団体の支援にもつながっていきます。 
 
⑷ 県・市の役割分担 

   兵庫県は、県民の参画と協働の推進に関する条例を制定し、地域団体や、

ＮＰＯ法人をはじめ市民活動団体等に対する支援を様々な形で行っていま

す。そこで、県との役割を考慮し、広域性が高く県内で共通に取り組むべ

き地域課題や行政需要への対応に対する支援は、県が中心となって実施し、

姫路市においては、本市の持つ課題の解決を行う市民活動や協働事業に対

して支援していきます。 
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５ 市民活動・協働推進のための基本指針 

 

 ⑴ 基本指針１ 相互理解が進む仕組みづくりを行います 

 

市民活動団体といってもその形態や活動領域は多種多様であり、また、

関係する行政側の担当部局等が複数にわたることもあります。そこで、市

民活動団体と行政との協働関係を構築するためには、お互いの考え方の違

いや組織の特徴をそれぞれがより一層理解する必要があります。そのため、

相互理解が進む仕組みづくりを行います。 
 

① 市民活動への市民参加の促進 

市民活動に対する市民等の理解を深めるため、行政と市民活動団体が

協力しあって、啓発事業を行うとともに、同時に市民活動に職員を含む

多くの市民が積極的に参加できるような取り組みを行っていきます。特

に、これから市民活動をはじめたいという人の相談や市民の市民活動へ

の参加を促すような仕組みづくりを検討するほか、将来的な市民活動へ

の参加につながるよう、子どもへの啓発などについても検討していきま

す。 

  

② 行政職員の協働意識の向上 

特定部局の担当者に偏ることなく全庁的に協働を推進する体制づくり

を進めるため、職員の市民活動等への参加を促進するだけではなく、職

員への協働等に関する研修を実施していきます。例えば、初任者対象、

管理職対象など階層別の研修や、ＮＰＯをはじめとする市民活動団体と

の協働を担当する職員を対象とした研修などを充実させるとともに、全

職員を対象とした研修を実施することで職員に対する一層の啓発を図り

ます。 

 

③ 市民活動団体との意見交換会の設置の検討 
市民活動団体と行政が相互理解を深め、さらなる協働への可能性を探

るため、協働等の意見を交換する場の常設を検討します。また、意見交

換会には、公募や既存の連絡会議等を活用することも、あわせて検討し

ていきます。 
 

④ 市民活動団体の実態調査 

    市内の市民活動団体の実態調査に努めます。これまで、行政側の担当

部局毎に、登録制度や業務上で把握していた市民活動団体について、一

括して、実態の把握に努めます。また、その情報を、市民活動団体と協

力し、市民や行政との相互理解を進める基礎資料として活用します。 
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 ⑵ 基本指針２ 情報の共有を進めます 

 

市民活動を活性化させるためには、市民活動関係の様々な情報や行政に

関する情報を市民、市民活動団体及び行政が共有することが大切です。そ

のため、行政は自ら積極的に情報の提供に努めていくとともに、市民、市

民活動団体、行政間の情報の交換を行うなどの情報の共有を進めます。 

 

① 情報の積極的な公開 

市が、市民活動の情報収集の仕組みづくりに努めるとともに、情報を

様々な広報媒体を活用し、積極的に提供していきます。また、市民活動

団体からの提案に対して､行政内部の協議のプロセス等も十分に説明し、

市民活動団体との信頼関係の構築につながる仕組みづくりについても検

討していきます。 

 

② 情報の最適な提供方法の検討 

市民活動に関する情報の共有化を進めるため、インターネットやメー

ル等の電子媒体等を効果的に活用するとともに、情報の共有化拠点の整

備を検討し、下記の例のような市民活動の推進に必要な情報の提供に努

めます。特に、行政が自ら積極的に情報の提供に努めていくだけではな

く、市民活動団体も自ら主体的に情報が提供できるとともに、市民も自

由に市民活動情報等を得ることのできる仕組みづくりを検討します。 

 

※ 各セクターに必要な情報例 

ア 市民     市民活動に参加するきっかけとなるための情報等 

イ 市民活動団体 行政情報や他の市民活動団体に関する情報等 

ウ 行政     協働の相手方となる市民活動団体の情報等 

 

  図３ 情報の共有化 
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 ⑶ 基本指針３ 市民活動等の拠点となる場の整備に努めます 

 

市民活動の普及と参加促進、情報の共有化、人材の育成など、市民活動

への支援施策を総括的に実施するとともに、市民活動団体と市民、市民活

動団体間の交流をさらに深めることができるような活動の場の整備が必要

です。そこで、市民活動等の拠点となる場の整備に努めます。 

 

① （仮称）市民活動サポートセンター設置の検討 

市民活動を促進する環境づくりの一環として、市民活動団体を育成し、

その活動をさらに発展させるための活動拠点施設を整備することが重要

です。そこで、総合的な情報発信、人材育成のための場、また、市民や市

民活動団体等の交流、連携の場となる拠点施設として「（仮称）市民活動

サポートセンター」の整備について検討していきます。 
 

② 公共施設利用の促進 

市民活動の活性化を図るためには､公共施設の活用が効果的です。しか

しながら、既存の公共施設は、特定の目的で設置されたものが多く、活動

分野が異なる団体は利用できないことがあります。このような状況を解消

し、市立公民館等の公共施設の活用を進めることも市民活動への支援にな

ると考えています。そこで、市内の公共施設等の利用促進策を公共性・公

益性に照らし、次のことを検討していきます。 
 
ア 市民活動団体の登録 

これまでは、市民活動団体等が公共施設を利用しやすくするために、

各所管部局で登録制度を設け、施設使用料の減免の措置等を行っていま

すが、市民活動団体の確認に手間取るなど市民活動団体の把握面で課題

があります。各所管部局で行われている登録の一元的な管理など市民活

動団体の登録制について検討していきます。 

 

イ 市民活動支援施設のネットワーク化 

市民活動を支援するためには、市内や県内の支援施設の情報が不可欠

となります。とりわけ、姫路市は合併により市域が拡大したため、例え

ば（仮称）市民活動サポートセンターといった拠点を核にして、各地域

にある様々な市民活動に利用できる施設とのネットワークを構築して

いくことが重要です。特に、ネットワークの構築には、公共施設だけで

はなく、民間施設の利用も視野に入れて検討していきます。 
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 ⑷ 基本方針４ 担い手づくり（団体、人材育成）に努めます 

 

市民活動を活性化し、継続していくためには、市民活動を担っていく人

材の育成や、将来的に市民活動を支えていく人材の確保が重要となります。

そのため、市民活動団体が主体となって、各団体のリーダーの養成、広報、

経理などの専門的な人材を育てる研修を計画的に実施できるよう、行政と

して、専門家の登録や紹介、また、学習機会の提供などを行うことにより、

市民活動を支える担い手づくり（団体、人材育成）に努めます。 

 

① 学習機会等（研修会、セミナーの実施）の提供 

   市民活動団体が、自立して活動を継続するうえで必要となる基礎的な

運営能力が身につくような研修や、人材確保の観点から、市民活動のす

そ野を拡大し、市民の市民活動意欲や協働意識の高揚につながるような

研修を市において兵庫県や中間支援組織と協力しながら提供していきま

す。また、市民が協働について学ぶ機会を積極的に提供するため、現在

実施している市政出前講座のメニューの中に協働関係講座を設ける等、

市民が自由に参加できる「協働公開講座」の開講を検討します。 

 

② 市民活動アドバイザーの登録 

市民活動団体と市民活動団体､市民活動団体と行政、市民活動団体と市

民（企業を含む。）の連携や、市民活動団体の運営やマネジメントに関す

る助言、協働事業のコーディネートも行う市民活動アドバイザーを育成

します。また、アドバイザーの市民活動団体への派遣制度についても検

討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 市民活動アドバイザー登録のイメージ 
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⑸ 基本指針５ 市民活動支援機能の充実を図ります 

 

市民活動を活性化し、市民活動団体と行政との協働を推進するためには、

双方でより実効性を高めるための仕組みづくりが必要となりますが、その

前に、行政として、まず、市民活動団体が活動を行いやすいよう、相談窓

口の設置など、市民活動支援機能の充実を図ります。 

 

① 相談窓口の充実 

市民活動団体に対し行政組織や各所属の業務内容、協働事業に関する

情報提供を行うこと、また、市民活動団体からの協働に関する相談に応

じる役割を持った窓口を設置することで、協働事業の一層の推進を図り

ます。ただし、総合窓口等の設置は、（仮称）市民活動サポートセンター

の設置との関係も含め、内容を総合的に検討する必要があります。 
   

② 協働関係機関との連携強化 

市民活動を推進するための施策を展開していく上では、国や兵庫県だ

けではなく、ひょうごボランタリープラザや姫路市社会福祉協議会等と

の情報交換、また、大学・研究機関等関係機関との十分な連携や協力が

重要であるため、その体制の構築を図っていきます。 

 

  ③ 財政的支援策の検討 

市民動団体への財政的支援を行政が直接行うには、公平性等を重視す

る観点から一定の限界があります。そのため、市民活動を推進し、地域

社会を活性化していくには、市民、企業などの民間と行政が協力し、財

政的に市民活動団体を支える仕組みづくりが必要です。そこで、基金の

創設等、他都市の事例も調査研究し、財政的支援策について検討してい

きます。 
 

 ⑹ 基本指針６ 民間相互の協働を推進します 

 

市民個人や市民活動団体だけではなく、企業もまた地域社会を構成する

市民であり、企業がまちづくりにおいて果たす役割には大きなものがあり

ます。最近では、こうした「企業市民」の認識に基づいて、企業の地域貢

献活動が盛んに行われるようになってきました。また、大学においても、

専門的な立場から、地域貢献に対し、様々な活動が行われています。そこ

で、これら活動や取り組みが活発に行えるよう、市民と企業、市民と大学、

また、異なる市民活動団体相互の交流の場の設置や、市民活動に関する団

体の情報やニーズの企業への提供など、民間相互の協働を推進します。 
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 ① 地縁系団体とＮＰＯ法人等との協働 

   自治会をはじめとする地縁系の団体は、地域内の住民と協力し、連帯を

深めながら、コミュニティを形成し、地域課題の解決にあたっています。

また、それぞれの地域内にも、ＮＰＯ法人やボランティア団体が特定目的

やテーマをもって活動を行い、地域課題解決にあたることも少なくありま

せん。そのため、地域課題の内容によっては、例えば、自治会とＮＰＯ法

人がそれぞれの特性を活かし、協働を実現することによって、より効果的

に課題を解決できるばかりか、さらに良好な地域コミュニティの形成につ

ながる可能性があります。そこで、市として、こうした協働事業を創出す

るため、交流の場の設置等の支援策を検討していきます。 

 

② 企業と市民活動団体との協働 

企業が社会貢献活動の一環として市民活動団体を支援するだけでなく、

市民活動団体と企業が互いの持ち味を生かしながら協力・連携し、新しい

課題に協働して取り組む気運が高まっています。特に、営利、非営利とい

う異なる分野で活動してきた企業と市民活動団体が、資金や人材などの資

源を持ち寄ってプロジェクトを企画、実行することは、企業にとっては新

たな産業やマーケットの創出をもたらし、市民活動団体にとっては事業の

専門性を高めるなどのメリットがあります。そこで、市として、企業の支

援情報の集約し市民活動団体に提供するとともに、市民活動に関する団体

の情報やニーズを企業に提供するなどの支援策を検討していきます。 

 

③ 大学と市民活動団体との協働 

 

  ア 大学との連携 

    産学官の連携の必要性が叫ばれるなかで、行政のみならず、企業や大

学から市民活動に関しては様々な協働提案が行われはじめています。特

に、市民活動の内容によっては、現場で高い専門性を要求されることも

多く、企業や大学の保有する知識を活用できることは、市民活動の活性

化にも重要になってきています。このため、市として、市内の大学との

情報交換や先進事例の情報収集、発信等の支援策を検討していきます。 

 

  イ 学生ボランティアの参加促進 

   最近では、大学生によるボランティア活動が活発化しています。また、

大学生が、社会における様々な課題に対する認識を広げ、その解決に向

けて市民活動やボランティア活動に参加することは、市民活動を支える

人々のすそ野を広げるだけではなく、大学生の社会参加や自立にもつな

がります。そこで、市としては、大学と連携し、地域のボランティア受

入団体と大学生とのマッチング等について検討していきます。 
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 ⑺ 基本指針７ 行政との協働を推進します 

 

協働を通して、地域社会の課題に市民と行政とが共に取り組み、市民や

市民活動団体の持つマンパワーやノウハウを、直接行政サービスに生かす

ことで、サービスの領域の広がりや質の向上にもつながります。そのため、

積極的に行政との協働を推進します。 

 

① 提案型の協働事業の効果的な活用 

行政による市民活動団体への直接的な財政支援は市民活動の活性化を

促しますが、安易な支援は、行政への依存体質の助長、行政による不当

な干渉、公正性を欠いた予算の執行につながるおそれがあります。その

ため、市民活動団体を支援する場合には、市民活動団体の自律性を損ね

ないような配慮や、支援措置の公正性・透明性の確保といったことが十

分検討されなければならない等、財政支援には、一定の限界があります。

このような状況の中、平成１８年度からパイロット事業として開始した

「提案型協働事業」を効果的に活用することにより、それらの課題を整

理しつつ、協働が進展していく可能性があると考えています。 
 

② 既存委託事業等の見直しの実施 

市民活動団体の特性等を活かせる業務を、現在、企業等に委託してい

る業務の中から洗い出し、委託の発注方法を見直すなど、ＮＰＯ法人を

はじめとする市民活動団体の参入も可能となるよう検討していきます。    
表２ ＮＰＯ法人等が多く実施している委託業務事例 

種  別 内  容 事  例 
定型的業務 定型的、または大量に発生する業務

で、委託により行政運営の効率化や

経費節減などが期待できるもの 

各種アンケート調査 
統計調査 
窓口サービス 

専門的業務 高度で専門的な技術や知識を必要と

する業務でＮＰＯ法人等の能力を活

用した方が効率的なもの 

技術指導・相談業務 
調査研究・分析・検査 
情報化関連業務 

企画運営業

務 
ＮＰＯ法人等の企画やノウハウを活

用することで、より効果的な運営が

期待できるもの 

イベント企画運営業務、研

修、講座等開催業務、計画・

構想策定業務、広報業務 
施設の管理

運営業務 
ＮＰＯ法人等への委託により弾力

的・効率的な運営が期待できるもの 
公の施設の管理運営業務 

 

③ 協働マニュアル、協働事例集の作成 

市の各部局において、円滑に協働事業が推進されるよう、具体的に協

働事業を実施する場合の留意点や、提案型協働事業を実践するためのス

キームなどを盛り込んだ作業マニュアルを策定します。 
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６ 基本的指針の実現に向けて 

 

  この基本的指針を着実に実行していくためには、次のことに留意しながら、

今後、より具体的な取り組みを行っていくことが不可欠です。 

 

 ⑴ 市民意識の醸成 

   市民と行政が、協働のまちづくりを実現するためには、市民も社会の構

成員であるという自覚と責任を持つとともに、市民一人ひとりが市政の主

役として、自分たちのまちは自分たちの力で良くしていくという意識を持

つことも大切です。そのため、市民活動の重要性や協働のまちづくりに対

する市民意識の醸成に努めます。 

 

 ⑵ 推進体制づくり 

 

① 職員の意識改革 

市民と行政が、協働のまちづくりを実現するためには、市の職員も公

共サービスの提供は行政のみが行うのではなく、市民活動団体等との協

働により、それぞれの特性を活かした役割分担の中で行うことが効果的

であるという基本的な考え方を十分に理解する必要があります。そのた

め、職員が、市民活動の特性や協働の原則等を正しく理解するなどの意

識改革を進めます。 

 

② 庁内体制の整備 

全庁的に市民活動や協働の推進を図るため、庁内に横断的な推進組織

の設置に努めるとともに、各担当課に「（仮称）協働推進員」を設置する

こと等についても検討します。 

  

⑶ 事業計画の策定 

   市民と行政が協働のまちづくりを実現し、基本的指針の実効性を高めて

いくために、基本的指針に基づき、事業の優先順位や重要性を考慮し年次

計画を記した具体的な事業計画を策定していきます。 

 

 

 

 


